
令和７年７月１日（火）から７月１０日（木）まで

７

なお、提出期間内にご提出が確認できない場合は、文書や電話でご提出のお願いをする場合がござ
います。

令和 ７ 年 ６ 月

なお、提出期間内にご提出が確認できない場合は、文書や電話でご提出のお願いをする場合がございます。

等

７

７

７

７ が予定されている旨の申出を行った
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● 届出にあたっては、同封の返信用封筒をご利用ください。なお、管轄の年金事務所への持参も可能で

す。（年金事務所の受付時間：平日8時30分から17時15分まで）

「電子申請」以外の申請方法

①「届出用紙」による提出

②「電子媒体」による提出

ご不明な点がございましたら、「ねんきん加入者ダイヤル」へお問い合わせください。

2506 1017 019




